
「利用申込みについて」は裏面

都市と山村との交流促進及び遊休農地の有効活用による山村の活性化

を図るための施設
目的

次の①～④全てを満たす方

①都市部の住民で稲武地区に滞在しようとする人

②施設に滞在して農地を耕作することが相当とする地域に居住する人

③農地を積極的に耕作するとともに、十分な管理ができる人（近隣に

設定した約１００㎡の農園の利用と管理）

④施設及び農地の利用に関し、定められた事項を遵守できる人

利用資格

夏焼みどりのふるさと村（豊田市夏焼町モチアケ１２３）／７戸

野入みどりのふるさと村（豊田市野入町向山１４）／５戸
所在地／戸数

木造一部２階建（１階／２９．１６㎡、２階／１４．５８㎡）

キッチン、ユニットバス、水洗トイレ、駐車場

（イメージ）（家具やストーブはつきません）

施設

施設の近くに農園を用意 （１区画：約１００㎡）農園

夏焼みどりのふるさと村 280,000円／年 （電気、ガス、上水道費は各自）

野入みどりのふるさと村 270,000円／年 （電気、ガス、上下水道費は各自）

※別途、農園使用料必要

利用料金

＜施設概要＞

＜令和８年度募集概要＞

夏焼みどりのふるさと村／募集なし

野入みどりのふるさと村／２戸募集
募集戸数

令和８年６月１日～令和９年３月３１日

※市長が認めたときは利用期間を１年間更新することができる。ただし、通算して５年

間を超えることはできない。

利用期間

１階休憩室洗面

２階休憩室



令和８年度（６月利用開始） 帰農者滞在施設の利用をお考えの方は、次の手順に沿って、利用申
込みをしてください。 まずは、現地説明会へお気軽にご参加ください。

【問合せ】 豊田市稲武支所 地域振興担当 住所 愛知県豊田市稲武町竹ノ下１－１
電話 ０５６５－８２－２５１１ ＦＡＸ ０５６５－８２－３２７２

（１） 現地説明会の参加予約をします。 （４月３０日（木）まで）

（２） 現地説明会へ参加します。 （５月８日（金））

（３） あいち電子申請システムで利用申込書を提出します

（〆切は５月１５日（金） 午後５時１５分まで）

（４） ５月中に審査会が開催され利用者が選考されます。（申込者の同席不要）

選考結果の確定通知が届きます。（５月下旬頃発送予定）

（５） 選考の結果、利用許可された方は、６月１日より施設を利用いただけます。

利用申込み
の流れ

施設概要や施設を利用する際のきまりなどの説明をした後、施設・農園の見学を

行います。現地説明会の参加には、予約が必要となります。

（１） 開催日程

令和８年５月８日（金） 午前１０時３０分から

（２） 開催場所

豊田市役所 稲武支所

住所：豊田市稲武町竹ノ下１－１

（３） 参加予約の方法

現地説明会へ参加される方は、

４月３０日（木）までに、あいち

電子申請システムにてご予約

ください。

（４） その他

・農園見学を予定しています。 足元等、汚れてもよい服装でお越しください。

現地説明会

現地説明会に参加し、申込を希望する方は、利用申込書をあいち電子申請シス

テムで稲武支所まで提出してください。利用申込書を市ホームページ

からダウンロードして稲武支所まで提出いただいても結構です。

（郵送の場合、締切必着）

受付締切 令和８年５月１５日（木） 午後５時１５分まで

利用申込書
受付

利用申込はこちら

現地説明会予約はこちら

豊田市役所
稲武支所


